商業登記オンライン申請システムへのご提案
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１、問題の所在

１．仕様公開の必要性

（１）オンライン登記申請の機能と流れの確認

　　　『オンライン登記申請制度研究会　中間報告書』（平成１４年３月　財団法人　民事法務協会）で示された基本的な処理手順及び『申請・届出等手続のオンライン化に関わる汎用受付等システムの基本的な仕様』（ 平成１３年８月６日 行政情報化推進各省庁連絡会議幹事会了承）、あるいは、現在運用されている電子申請である「債権譲渡登記のオンライン申請」、「総務省電子申請・届出システム」、「経済産業省汎用電子申請システム(IETM2000)」、「国土交通省オンライン申請システム」等から考えると、申請者が利用する申請ソフトウェアの機能と流れは以下のようになると思われます。

　　①　機能

　　　ア、電子申請様式の（ダウンロード）取得機能

　　　イ、電子申請書等の作成機能

　　　ウ、電子申請書の形式チェック機能

　　　エ、電子申請書等の署名・証明書の添付機能

　　　オ、申請情報等の送信機能

　　　カ、処理状況等の確認機能

　　②　流れ
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（２）仕様公開の必要性

　　　汎用受付等システムに準拠して構築される各省庁のシステムが開発されるに際して、使いやすいユーザインターフェイスと機能を持った無償ソフトが国から提供されることは歓迎すべきことですが、電子申請手続きを、特定のソフトに限定されるべきではないと思われます。これは下記のとおり、「利用者に応じたユーザーインターフェイス（画面表示、入力等）の提供」、「既存データの再利用と他のソフトとのシームレスな統合」という観点からも、一つのソフトで様々な要求を満たすことはできないことから明らかであります。

　　①　利用者に応じたユーザーインターフェイス（画面表示、入力等）の提供

　　　ア、パソコン利用者は、操作の習熟度合いや身体的特徴（年齢や障害等）を考えてみても様々です。例えば、肢体不自由の人の場合、病状や障害の状況によって身体の動かせる機能や程度に個人差があり、キーボードの設定変更や、特殊な入力装置・支援ソフトを利用する必要があったり、視覚障害者でも見やすい大きさの画面にする必要があります。一般に、加齢に伴い、視覚・聴覚が変化するため、高齢者が利用する際には視覚障害者・聴覚障害者双方と共通の問題が発生するし、IT専門用語や新語は苦手な人が多く、複雑な操作の習得も負担となります。逆に、若い人は、一度に多くの情報を見ることができ、簡潔なインターフェイスを望みます。また、利用状況によっては、定型データや既存データを再利用したり、入力支援を行える局面も多く存在します。

　　　イ、これらを考えると、一つのソフトウェアで、全ての利用者にとって使いやすいものを提供するのは困難であり、利用者が使いやすいソフトウェアを選択できる必要があります。

　　②　既存データの再利用と他のソフトとのシームレスな統合

　　　ア、申請ソフトがカバーする範囲は、申請部分のみであり、申請ソフトを利用する前に「電子認証／証明書の取得」、「添付書面にあたる書類や申請データの作成」　　　等が行われます。

　　　イ、つまり、申請ソフトを使って電子申請書を作成する段階では、何らか別のソフトで電子申請書に入力すべきデータの大部分をコンピュータ上に入力しており、それらデータを再利用できないと不便なだけでなく、入力間違いなどをおこす可能性もあります。

　　　ウ、商業登記において、現在、会社や資格者代理人は申請の元になるデータを管理する業務ソフトウェアやアプリケーションソフトウェアを利用していることも多く、申請ソフトと連携できれば、正確かつ迅速な登記が可能となり、利便性は高まるだけでなく、オンライン登記申請自体の利用を促進させることになります。

　　　エ、例えば、具体的事例として、役員変更登記（全員重任、代表取締役1名、取締役3名、監査役1名）の場合

　　　（ア）某業務専用システムにおいては、会社の定款情報から役員情報、株式情報、支店情報、変更履歴などが顧客管理情報としてデータベースに管理され実際の変更登記に利用されています。この事例においては、全入力項目６９項目の内なんと８６％の５９項目が自動入力されるシステムとなっています。これは司法書士の多くが利用している業務専用システムで同様です。

　　　（イ）オンライン申請が実施され、法務省から提供される専用ソフトウェアが仕様公開されず、手入力を行うとすると、全入力項目の６１％以上を手入力しなければならなくなり、業務専用システム導入によってスピードアップされていた専門家の登記申請書類作成業務は後退することになってしまいます。

　　　（ウ）これでは、資格者代理人による商業登記オンライン申請の利用を促進することはできず、ひいては商業登記オンライン申請全体を利用促進する際の大きな問題点となる恐れがあります。

　　　　　　　　紙申請の自動・手動比率　　　オンライン申請の自動・手動比率
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　　③　資格者代理人のオンライン登記申請の利用促進

　　　　　現状、商業登記申請の約70％を資格者代理人である司法書士が代理申請しています。これは単に司法書士が登記申請の手続代行を行なっているだけでなく、商法を知っている専門職として、企業の行なう総会や取締役会の開催にアドバイスを行い、その結果として登記申請に利用できる議事録が作成されているという背景も含めれば、日常的に登記申請を行なう司法書士におけるオンライン登記申請の推進を抜きにして商業登記オンライン申請の利用促進は見込めないといえます。

　　④セキュリティーの問題

　　　ア、『オンライン登記申請制度研究会　中間報告書』（平成１４年３月　財団法人　民事法務協会）によると、「申請者が利用するソフトウｪアの仕様は， 府省庁間で標準化等を検討する｡」とあり、また、前掲の『申請・届出等手続のオンライン化に関わる汎用受付等システムの基本的な仕様』によると、「申請者における申請データの作成等を支援するためのソフトウェアを作成し、配布する場合においては、申請データの定義、汎用受付等システムとの通信プロトコル等のソフトウェア仕様を原則公開する。」「また、同ソフトウェアの仕様等については、府省間で必要な標準化等を専門部会において引き続き検討する。」とあることから、商業登記電子申請においても申請ソフトウェアを作成するのに必要な仕様が公開されると思われます。

　　　イ、一般にPKI（公開鍵インフラストラクチャ）を元にした暗号化は、仕様公開を前提とした強固なセキュリティを実現しており、専用ソフトウェアで仕様を秘密にすることなく安全なデータ通信が可能となる技術です。
　　　ウ、『申請・届出等手続のオンライン化に関わる汎用受付等システムの基本的な仕様』では、申請データの送信機能や状況確認、許認可等公文書の取得機能について、「通信経路上のデータを暗号化できる機能」を要件とした上で、「申請データの定義、汎用受付等システムとの通信プロトコル等のソフトウェア仕様を原則公開する。」としていることからも、仕様を公開しても安全なアルゴリズムが用いられることになると思われます。
　　　エ、また、現行の債権譲渡電子申請ソフトにおいても、送信前に登記官の電子証明書で暗号化して送信することから、現在の技術では、登記官しか読めないデータとなっており、仕様公開しても盗聴や改ざんに対しては十分なセキュリティを確保していると思われます。
　　　オ、しかしながら、現行の債権譲渡登記においては、「通信内容の秘密保持やセキュリティ確保のために、暗号通信が用いられるため、専用の申請ソフトウェアを使用しなければならない」とされる例もあり、このような制限がないよう徹底した仕様公開が必要と考えます。

　　以上のように、オンライン申請を幅広く利用促進するためには、様々な利用者にとって使いやすく、正確、迅速、安全に申請ができる必要があり、そのためには、国が提供するソフトウェアだけでなく、様々なニーズに応じた民間ソフトウェアの開発や各ソフトウェア間の連携が必要と思われます。これらを実現するには、申請ソフトウェアの徹底した仕様公開が必要となります。セキュリティーを確保しつつ、また、国のオンライン申請システムが常に最新のシステムに変更できるような観点からこの問題を解決する仕様公開の方法を第2章にて提案したいと考えます。

２、電子文書添付の非現実性

（１）民事法務協会のオンライン登記申請制度研究会中間報告によれば、商業登記においては登記の真正担保方策として原則として申請情報に商業登記に基づく電子認証制度の係る電子署名をする方式を採用し、設立登記等の印鑑提出を伴うものや商号の仮登記など、これらを利用することが出来ない場合は、これに代えて公的個人認証サービスにかかわる電子署名によることも可能とする、とされています。

（２）また、平成14年4月1日施行の商法改正において議事録等の会社関係書類の電子化が認められ、代表取締役は商業登記に基づく電子認証制度の電子署名を利用し、商業登記法等の改正により、取締役や監査役等の署名に代わる方式として電子署名法の特定認証業務のうち大臣の指定する認証機関の署名が必要とされています。

（３）こうした基盤整備を元にして、前掲中間報告においては添付書類の電子化においては登記の申請書に添付すべき書面が電磁的記録で作成されているときはそれを添付しなければならない、とされています。また、電子化されていない会社関係書類に関してはPDF等で電子化した上で署名を施した上利用するとされています。

（４）こうした電子認証と電子署名は世の中全体のIT化とオンラインによる商取引の増加に伴い徐々に普及していくものではありますが、はたして、企業、特に大会社とまったく同じ商法の適用を受ける中小零細企業の商業登記の申請実態に照らし合わせた場合、オンライン申請によるメリットを享受できるでしょうか。

（５）商法にのっとった企業の法的行為を遂行する上で紙の議事録を作成しても何ら問題はありませんが、オンライン申請を利用しようとすると商業登記に基礎をおく電子認証、代表取締役の公的個人認証、電子署名法に基づき特定認証業務をおこなう機関の電子署名が必要となります。

ア、商業登記に基礎を置く電子認証にかかわる証明書取得手続と費用

　　　（ア）手順

　　　　　　　　　申請書・公開鍵等の提出　　　　　　証明書発行

　　　　　　　　　　証明書番号の告知　　　　　　証明書発行


　　　　　　　　　　　　　　　　　電子証明書の取得


　　　（イ）費用

　　　　　　24,000円/3ヶ月、96,000円/1年（平成15年4月より大幅値下げ）

イ、電子署名法に基づく民間認証局の証明書取得手順と費用（某民間認証会社の例）

　　　（ア）手順

　　　　　　　　　　　　　Webから申込み

　　　　　　　　　　　　　確認メール

　　　　　　　　　　　　　確認メール返送

　　　　　　　　　　　　　申込み書類郵送

住民票取得→　　　　　　　申込み書類書留返送

　　　　　　　　　　　　　照会書の郵送

　　　　　　　　　　　　　照会票の返送　　　　　　　　　　　←証明書発行

　　　　　　　　　　　　　証明書取得準備完了メール

　　　　　　　　　　　　　Webへアクセス

インストール　　　　　　　証明書をダウンロード

　　　　　　　　　　　　　証明書受領確認メール


　　　　（イ）費用

　　　　　　　1通9,000円/年（有効期限1年、税・本人限定受取郵便代込み）

（６）オンライン申請を利用するためのこうした手続きや運用経費を考える際、多くの中小零細企業にとっては代表取締役の公的個人認証や企業の商業登記に基礎を置く電子認証は商業登記オンライン申請における真正担保の重要な基盤であるため仕方がないにしても（費用的に現行の印鑑証明書よりはるかに高い金額体系には問題があり、この価格体系は平成15年4月頃を目処に値下げが検討されているようである）、従来、紙の議事録へ認印を押印することで可能であった取締役や監査役までが民間認証局の電子証明書を取得し、議事録等会社関係書類を電磁的記録で作成しなければいけないことは、費用的にも工数的にも敷居が高いのではないかと思われます。また、紙で作成した議事録をPDF化しさらに代表取締役を始め取締役や監査役の署名をつける方式も同様です。さらに、パソコンやインターネット環境がなければオンライン申請そのもののメリットを享受することができないことは言うまでもありません。

（７）せっかく、利便性を高上させるために計画推進されている商業登記オンライン申請ではありますが、このままでは取締役や監査役の電子署名の取得が進まないことにより、企業がオンライン申請を避ける事態を引き起こしたり、資格者代理人がオンライン申請を利用しようとしても、依頼人である企業の側の理解が得られない可能性が高く、ひいては商業登記オンライン申請自体の利用推進が進まない恐れが懸念されます。

（８）そこで、ここでは、こうした問題を解決するために、登記申請の真正を担保しながら関与者の電子署名を簡便化する仕組みを第3章において提案したいと考えます。

２、仕様公開方法のご提案
（１）仕様公開に際する基本的考え方

　　①　電子申請の普及促進のためには申請ソフトウェアの仕様が詳細に公開されることが前提ですが、申請データの定義、通信プロトコル等を公開しただけでは、多様な民間ソフトウェアが開発され、電子申請の利用促進となるとは限りません。

　　②　例えば、オンライン申請が行われている、経済産業省汎用電子申請システム(IETM2000)や国土交通省オンライン申請システムが頻繁にアップデートされていることからも推察できます。これらは、機能アップとセキュリティ関連のための対処がほとんどであると思われますが、ソフト自体の問題というより、オンライン申請を普及促進し安定稼動させるためには、今後も仕様追加・変更やセキュリティ向上のための対処は必然的に行われると考えるべきです。

　　③　『情報セキュリティポリシーに関するガイドライン』（平成１２年７月１８日　情報セキュリティ対策推進会議決定）においても、「情報セキュリティ対策は、本ガイドラインを基に情報セキュリティポリシーを策定することによって完結する一過性の取組みではなく、情報セキュリティポリシーの策定及びそれに続く日々の継続的な取組みによって確保される性質のものであることを十分に認識するべきである。」としていることからも、明らかです。
　　④　つまり、法務省、民間側にとって「セキュリティ向上等のための通信手順や接続先、データ形式の変更に迅速に対応する必要がある。また迅速な仕様公開と通知がなされる必要がある。」、「機能アップ等のための仕様変更に迅速に対応する必要がある。また迅速な仕様公開と通知がなされる必要がある。」等の問題があり、これらが揃って対応されないと、電子申請ができなくなる可能性があります。

　　⑤　また、これらを機能させるためにも「法務省側でテストサーバ等を整備するなどして、法務省と民間ソフトウェアの接続や通信データの妥当性を検証できる環境整備の必要がある。」等、これらの基盤整備が必要であります。

　　⑥　さらに、企業や資格者代理人が利用する業務ソフトウェアベンダが電子申請機能を付加することを考えた場合、公開された申請データの定義、通信プロトコル等の仕様公開だけだと、国が提供するソフトウェアを新たに作ることと同じとなり、開発コスト面からみても敷居が高く、参入に消極的になります。

　　⑦　仮にソフトウェアを作成しても、仕様変更等に対応しにくくなることも考えられ、このようなレベルの仕様公開だけでは、必ずしも最適な解とはならず、結果として正確性やセキュリティに欠ける民間ソフトウェアが流通する恐れもあり、先に述べた問題を解決する民間ソフトウェアの開発促進にはつながり難いと考えられます。

　　⑧　そこで、申請データの定義、通信プロトコル等の仕様公開だけではなく、「国が提供する申請ソフトウェアと民間アプリケーションが連携して動作するための仕組みと仕様公開」を検討する必要があると思われます。
　　⑨　つまり、国が提供する申請ソフトウェアをバックエンド、民間アプリケーションをフロントエンドとして構成し、民間アプリケーションが国が提供する申請ソフトウェアの内部機能を呼び出す形で利用し、申請処理自体の実装を国が提供する申請ソフトウェアに一本化することにより、先に述べたような問題を回避する方法がもっとも最適な解決方法であると考えます。

（２）仕様公開の具体像

　　　ここで提案する方法は、法務省が提供する申請ソフトウェアと連携して動作するものです。ユーザが申請ソフトウェアの画面から操作する代わりに、申請ソフトウェアの機能を呼び出すことができるような民間アプリケーションを開発する方式となります。これについて以下に具体的に説明します。

　　①　現在稼動している申請ソフトウェアは、下図のように利用者（ユーザ）が、画面（ユーザ・インターフェイス）を直接操作し、申請ソフトウェアの各種機能を利用する形となっています。
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　　　　この構成では、法務省への通信方式や暗号化方式、データ形式が申請ソフトウェア部分の“各処理機能”に隠蔽されています。

　　　　また、この構成では専用ソフトウェアのユーザーインターフェースによっては、先に考察したような課題があると同時に、利用者の管理情報とのシームレスなデータリンクができないといった課題が発生する恐れがあります。

　　②　そこで、ユーザが直接操作するのと同じことを外部ソフトウェアが行えるように、ユーザインターフェイスの機能と同等の外部ソフトウェア・インターフェイスを追　加して頂ければ、以下のような構成が取れることになります。
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　　　ア、これは現状と同じユーザインターフェイス（画面からの入力）に加えて、外部アプリケーションと連携するためのインターフェイス（外部アプリケーションインターフェイス）を加えたものです。

　　　イ、外部アプリケーションインターフェイスを用いた場合でも、機能的には法務省の申請ソフトウェアを利用するため、法務省への通信方式や暗号化方式、データ形式が申請ソフトウェア部分の“各処理機能”に隠蔽されており、「債権譲渡登記規則」にあるようなセキュリティ上の問題もありません。

　　　ウ、また、この方式では、法務省が提供する申請ソフトウェアの通信やデータ仕様を変更したりする場合でも、外部アプリケーション・インターフェイスさえ変更が無ければ、外部アプリケーションとの連携も確保できることになります。

　　　エ、さらに、法務省が提供する申請ソフトウェアをそのまま利用するので、民間ソフトウェアを作成する際の通信テストや仕様検証などが不要となります。

　　　オ、こうした方式を実現するためには、申請ソフトウェアの内部的な通信手順、暗号化方式の仕様公開は全く必要なく、外部アプリケーションが、ユーザが画面から行うのと同じ操作を実行するための連携に関する仕様（取り決め）の策定と公開が必要となります。
　　　カ、こうしたインターフェイスの考え方は、身近な例をあげると、テレビや冷蔵庫等の電気機器と電源コンセントがあります。発電された電気はどこでどのように発電されたものかはわかりませんが、テレビや冷蔵庫の電源コードをコンセントに繋ぐだけで必要な電気が供給されます。
　電源コンセントは、特定のテレビや冷蔵庫用に用意されているものでもなく、逆にテレビや冷蔵庫も特定の発電所の電力用に作られたものでもありません。お互い電源コンセントの規格を知っているだけで、其々の詳細を知ることなく利用可能です。
　つまり、利用側、供給側が電源コンセントの規格に合わせて動作するだけです。この電源コンセントの規格にあたるものが、インターフェイスに相当します。
　　　キ、この方式の場合、現状と同じく通信手順や暗号化等の実装に関する仕様を公開する必要がないので、セキュリティの問題もなく、民間ソフトウェアとの通信テスト等の問題を回避しながら、安全で利便性を向上させる民間ソフトウェアを開発できることになり、オンライン申請利用の活性化につながると考えます。

（３）外部アプリケーション連携インターフェイスの実現例

　　外部アプリケーションと連携するインターフェイスを実現する候補は、技術的にはいくつか考えられますが、ここでは以下の例を提案します。

　　①　オブジェクトインターフェイスの公開

　　　ア、現行の国が提供する電子申請ソフトウェアの多くがJavaで開発されていますが、Javaのようなオブジェクト指向環境では、実装に依存しないインターフェイス（呼出し規約）記述が可能なので、これを用いて、申請ソフトウェアの各種機能を呼び出すメソッド定義を仕様化できます。

　　　　　外部アプリケーションからは、外部アプリケーションインターフェイスのメソッドを呼び出すだけで、機能の実装自体は法務省指定のソフトウェアが提供することになります。つまり、前節で提案した図と全く同じ構成をとることができるわけです。

　　　　　このようなインターフェイス記述が可能なオブジェクト指向環境にはJavaの他にCORBAやCOMや.netがあり、オブジェクトインターフェイスによる仕様策定は、技術分野では一般的に行われています。

　　　　　例えば、XMLデータを抽象的に扱うための仕様としてW3Cが定めるDOMがあります。これはXMLデータを解析して利用しやすい形でデータをアプリケーションへ渡す“パーサ”と呼ばれる部分と、パーサを通じてXMLデータを利用するアプリケーションの連携に関する規約です。
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　　　イ、このような構成をとる理由は、XMLデータは各種文字コード（例えば、ASCII、JIS等）やリンク機能等を利用して同じ情報を様々な形で表現できますが、個々のアプリケーションがこれらの形式に対応するのは大変ですし、解釈の違いなども生じます。

　　　　　そこで、パーサという中間層を設け、パーサが、物理的なXMLデータを論理的なXMLデータとして正規化し、アプリケーションへ渡す役目をします。アプリケーションは論理的なデータのやり取りが可能になるので、本来アプリケーションが対象とする業務処理に集中できることになります。

　　　　　このアプリケーションとパーサが連携するための仕様（取り決め）がDOMで、インターフェイス記述言語（IDL）を用いて仕様定義されており、各種プログラミング言語への適用も定義されています。アプリケーションとパーサは、インターフェイスの仕様を知っていればよく、お互いの実装の詳細を知る必要は全くありません。

　　　ウ、アプリケーションとパーサはDOMインターフェイスを通じて通信するのみなので、アプリケーションから見た場合、パーサの詳細を知りません。よって、もっと性能がいいパーサに取り替える、最新のXML形式に対応したパーサに取り替える、ということもアプリケーションの変更無く可能となっています。

　　　　　逆に、パーサのほうもDOMインターフェイスを通じて通信するのみなので、アプリケーションの詳細を知りません。よって、様々なアプリケーションで利用可能となりますし、パーサの変更がアプリケーションに影響を与えることはありません。

　　　エ、DOMの例と同様に、登記オンライン申請においても、外部アプリケーションと申請ソフトウェアの間に外部アプリケーションインターフェイスを定めることにより、お互いの実装の仕様を知ることなくやりとりが行えます。
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　　　　　通信手順や暗号化等の詳細な実装は法務省が提供する申請ソフトウェアが提供し、申請機能レベルの外部用インターフェイスを定義し、公開することで、安全で、安定した外部アプリケーションとの連携が実現できると考えます。また、利用者にとって使いやすいユーザインターフェイス（画面や入力）を持ったアプリケーションが開発できると思います。

　　　オ、この方法の利点

　　　　（ア）申請ソフトウェアの内部的な通信手順や暗号化処理等の仕様を公開する必要がありません。

　　　　（イ）申請ソフトウェアの実装を変更した場合（例えば、暗号強度を上げる、通信手順の変更、ソフトウェア自体のバージョンアップ、実装言語をJavaから他へ変える等）でも外部アプリケーションに影響することなく連携可能な形態が作れます。

　　　　（ウ）幅広いプラットホーム（OS等）で、プラットホームの違いを意識することなく利用可能です。

　　　　（エ）この方法は、既に実際の設計や実装が存在したとしても、全体を再設計、実装する必要はありません。外部アプリケーションインターフェイスと既存部分を繋ぐためのアダプタにあたる設計と実装を追加することにより、既存部分を利用できます。
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　　　カ、この方法に必要な条件

　　　　　外部アプリケーションインターフェイスを策定し、利用方法を公開する必要があります。（内部処理の仕様公開は必要ありません。）

注　DOM　Document Object Model
　　XML　Extensible Markup Language
　　W3C　World Wide Web Consortium
　　②アプリケーション起動定義やダイナミックリンクライブラリの公開

　　　ア、方法としては昔から用いられているものでありますが、アプリケーションの起動パラメータを与えることにより、外部からの要求を受け付ける方法や、動的に変更できるプログラムライブラリ（ダイナミックリンクライブラリ）の提供による方法があります。

　　　　　内容的にはオブジェクトインターフェイスの公開と同レベルの連携が可能と思われますが、以下の利点欠点があります。

　　　イ、この方法の利点

　　　　　比較的仕様や実装が単純である。

　　　ウ、この方法の欠点

　　　　（ア）プラットフォーム（OS）によって実行方法が違う場合があるので、プラットフォーム毎に仕様を取り決める必要がある場合があります。

　　　　（イ）連携のための環境設定が複雑化する可能性がある。

　　　　（ウ）申請ソフトウェアの実装言語（現状はJava）に依存するところが大きく、実装言語を変更した場合など、連携規約の変更が発生する可能性があります。この場合、申請ソフトウェア側と外部アプリケーション側の変更が必要となります。

　　　これらを考えると、この方法は単純ではありますが、将来性がなく、安定した連携の実現手段としてはあまりよいとは思われません。

　　③プログラムソースの公開あるいはオープンソース化

　　　ア、この方法も一般的によく行われる方法ですが、申請ソフトウェアのソースコードを公開し、民間アプリケーションがそれを組み込む方法です。

　　　イ、しかし、外部アプリケーションにソースコード自体が組み込まれてしまうと、仕様変更等が発生した場合に、ダウンロードして差し替えるということができないため、最初の問題を解決することができません。

　　　ウ、よって、初期の立ち上げ時には有効な手段であり、リファレンス実装としての役割は大きいと思いますが、オブジェクトインターフェイスのようなもう一段階上のレベルの仕様策定も別途必要かと思われます。

３、関与者署名の簡便化のご提案
（１）提案の指針（資格者代理人の活用）
　　　①　電子化に対応できる大企業はともかく、対応が困難と思われる中小零細企業における取締役や監査役の電子証明書の取得の問題点を解決するために、オンライン登記申請の過程で、現在の登記申請において重要な役割を果たしている資格者代理人（弁護士・司法書士）が登記事項の確認をすることによって関与者の電子署名の省略を認めるという解決方法を提案したいと思います。

　　　②　「オンライン登記申請制度研究会　中間報告」（平成14年3月　財団法人民事法務協会）における「第4　商業法人登記研究部会における検討」「６、代理申請の在り方」において、「司法書士等の代理人が自ら添付書面情報の調査・確認を行なうことを可能とするための方策について検討をする必要があるとの指摘がされた」とあります。

　　　③　現在の紙申請においても、司法書士は登記の真正を確保するために登記事項の調査・確認を行なっています。司法書士は商業登記の資格者代理人として商法に基づき企業統治や資金調達などに必要な企業のリストラチャリングや法的行為の遂行にアドバイスを行ない、その結果としての総会や取締役会の開催と議事録が作成されています。こうした仕組みをオンライン申請にも積極的に取り入れれば、オンライン申請における真正が確保されるだけでなく、間違いなくその利用促進が推進されることになると思われます。

（２）具体的な解決案
　　①　資格者代理人の活用（案1）

　　　ア、現在の紙申請においては司法書士等の代理人が商業登記事件を受託した場合の事件処理の流れは以下のようになります。

　　　　（ア）依頼者と面談し依頼事項を確認（継続的な相談の場合もある）

　　　　（イ）登記簿を調査、現在の状況を確認

　　　　（ウ）依頼者へ総会、取締役会開催、各種手続に関するアドバイス

（エ）依頼者からの聞き取りにより議事録等作成、依頼者による署名

（依頼者側で作成した議事録等の持込の場合もある）

　　　　（オ）委任状の作成

　　　　（カ）登記事項の証明となる添付書類のチェック

　　　　（キ）申請書、OCR用紙（商業登記別紙）の作成

　　　　（ク）登記申請

　　　　（ケ）登記完了

　　　　（コ）謄本受領

　　　　（サ）謄本引渡し

　　　イ、この中で（エ）（オ）（キ）～（サ）の部分は業務手続的処理であり、現行の紙申請からオンライン申請に移行する際手続が変更される部分です。それ以外の（ア）（イ）（ウ）（カ）の部分に関しては、司法書士等の法的アドバイザーとしての業務に関する部分であり、たとえオンライン申請になろうとも必ず行なわなければならない業務です。

　　　ウ、資格者代理人は単に登記申請の手続面だけでなく依頼者からの相談に応じ高度な会社経営に関する法的アドバイスも行っており、その業務の一環として商業登記申請事件を受託しています。また、単に手続きとしての商業登記申請事件だけを受託する際においても、必ず現在の会社の登記情報や過去の履歴を確認し、持ち込まれた議事録や聴き取りに応じて作成された議事録に関しても商法等の適法性ならびに手続法の適合性をチェックしています。もちろん、代表取締役の届出印と印鑑証明書の利用によって真正担保は行われていますが、資格者代理人が関与した場合は、こうした登記事項の内容ならびに裏づけ証明文書等の確認行為によってさらに真正担保の程度が高められているといえましょう。

　　　エ、こうした業務処理の流れはたとえ手続的処理がオンライン化されたとしてもなんら変更されることはなく、司法書士等資格者代理人は登記事項の確認のためにこうした業務を行なうことを期待されています。そうであるならば、今回の問題点であるところの議事録等の電子署名に関して、とくに中小零細企業においては従来とおり紙の議事録と印鑑による署名を行い、司法書士はその議事録の内容の適法性を確認し、さらに署名の真実性を印鑑証明等によって確認し、登記事項の確認データを登記申請データに添付すれば、電子化した議事録等の添付データをオンライン申請に添付しなくても申請ができる方式を検討することはできないでしょうか。

　　　オ、そうすれば、企業サイドにおいては、従来と同様に紙に印鑑を押印した議事録を作成して司法書士等に依頼することによって、オンライン申請のメリットを享受することができます。このような方法を採用することは電子政府構想の「国民の負担軽減、利便性の向上」をはかることともなります。もちろん、電磁的記録による会社関係書類を作成し、所定の電子署名をすればオンライン申請も可能なわけであり、なんら企業側の電子文書化の権利を阻害するものではありません。また、添付データとはならないが、紙の議事録が作成され商法に適合した署名(記名)ならびに印鑑による押印が行なわれているため、会社関係書類を作成する上でも何ら問題はないと思われます。そして資格者代理人には登記申請中ならびに完了後も一定期間の原本等の保管義務を課すとともに、登記官の審査や司法紛争になった場合の必要に応じてそれを提出する義務を課すことで真実性は十分に担保することが可能となります。むしろ、ITリテラシーの低い中小零細企業に対してオンライン申請の利用機会をハードルの低い形で提供することができるだけでなく、オンライン申請の真実性を高め、さらには商業登記オンライン申請全体の利用促進につながる方式であると思われます。
　【現状考えられている方式】


　【ご提案の方式１】


　　　カ、もちろん、こうした資格者代理人に特定の権限を与える方式は資格者側に一定の義務を課すことともなるので理解と協力が必要であり、また、法制度としてこうした特定権限を担保する仕組みが必要とされるため、資格者であることを証明するための電子認証局の構築や過誤の場合の保険制度等が不可欠となり、資格者団体との調整が必要となるのではないかと思われます。しかしながら、世の中のより多くの企業がオンライン商業登記申請のメリットを享受しオンライン登記申請全体の利用が促進される方式ではないかと思われるため、是非積極的な採用とご検討をお願いします。

　　②　署名の簡略化（案2）

　　　ア、案1においては登記事項の確認を資格者代理人が行ない、登記事項の確認データを添付することによって、議事録等を添付せずにオンライン申請できる方式を検討しましたが、登記手続きに関して登記官による審査上どうしても議事録等の添付書類の送信が必要不可欠であるとするならば、議事録のイメージ画像に対し代表取締役ならびに資格者代理人の電子署名を行なうことによってオンライン申請の添付書類とすることはできないでしょうか。

　　　イ、企業サイドは登記事項の証明となる議事録等を従前とおり紙で作成し、それをスキャナで読み込んだイメージ画像とし、さらにPDF化するなどして電子議事録へ原本と相違ないことの証明を記載しそれに商業登記に基礎をおく電子認証にかかわる代表取締役の電子署名を行なうとともに資格者代理人がその確認をして電子署名することによってオンライン申請の添付書類とします。


　なお、この案でも、案（1）と同様に、資格者代理人には、登記申請中ならびに完了後も一定期間の原本等の保管義務を課すとともに、登記官の審査や司法紛争になった場合の必要に応じてそれを提出する義務を課すという方策を取るようにすれば、より真正担保が充分となると思われます。

　　　ウ、現行の紙申請においても、ほとんどの議事録において登記所に届け済みの代表取締役の登録印鑑の押印があれば出席取締役は認印でもよいとされています。代表取締役選任の際の取締役会議事録に従前の届け済みの代表取締役の押印がない場合は出席取締役の実印の押印と市町村長発行の印鑑証明書が必要とされているが、こうした事例の場合はそもそも新しい代表取締役の届出印の押印がない、すなわちオンライン申請で言えば代表取締役の電子署名がされていないわけですから、出席取締役の公的個人認証による電子署名もしくはブリッジ認証局で認証された民間認証会社の電子署名をイメージ画像に施すことで代替できるのではないでしょうか。

　　　エ、確かに、平成14年4月の改正商法ならびに商業登記法の改正により会社関係書類の電子化ならびに登記申請への利用方法に関する規定が定められており、各出席取締役に関してもブリッジ認証局と連動した民間認証会社の電子署名が必要とされています（さらに、本年より実施が予定されている公的個人認証サービスが開始されればそれを利用することとなると思われます。）。もちろん、この方式のほうがより信頼性は向上するし、電子署名の確認を法務省の総合受付通知システムにおいて24時間自動で行なうことを考えれば最適な制度であることは言うまでもありません。

　　　オ、しかしながら、第2の提案方式は、紙という正本ではなく電子化された副本ではありながらも、法務局側はオンライン申請に添付された議事録内容（印影も含む）を確認することができるだけでなく、代表取締役の電子署名が施されていることによって、現状の紙申請と同程度の信頼性を持って登記事項の確認を行なうことができることから、登記の真正性を低下させることはないものと思われます。また、現行法でもほとんどの場合、議事録等の原本は還付されて登記所にはそのコピー等の写ししか保管されていないことから考えてもこの案はさほど違和感がなく受容されるのではないかと思われます。

　　　カ、さらに、代表取締役以外の出席取締役に関しては現状と同じように議事録に押印を施すだけでよく、中小企業のように数年に一度しか行わない登記申請のためにわざわざブリッジ認証局に連動した民間認証会社の電子認証もしくは公的個人認証を取る必要がないため、幅広い企業がオンライン申請を利用することができることになると思われ、普及推進に大きく寄与することが期待されます。

　　　キ、管轄法務局内での調査・記入・校合等、現在の商業登記処理の仕組みをそのままオンラインへ移行するという観点、さらに、オンライン登記申請を幅広い企業や資格者代理人に利用してもらい利便性の向上をはかるという大目標のために、是非ご検討をお願いします。

　【ご提案の方式２】


























４、まとめ

（１）平成15年には公的個人認証、平成16年には歳入金電子納付システムの実施をへていよいよ商業登記オンライン申請も実現が近くなっています。スタートしたオンライン申請が幅広い国民に利用され、登記申請の利便性が向上することがこの制度の大目標であると思われます。

（２）そのためには、この提案において検討してきたオンライン登記申請システムの仕様公開と資格者代理人への権限付与による手続の簡略化が不可欠であります。民間のアプリケーションと簡単に接続できる仕様公開がされれば幅広い企業の開発競争により、低廉で信頼性の高い民間のオンライン申請支援ソフトウェアが開発されることになります。また、資格者代理人による登記事項確認によるオンライン申請方式が採用されれば、企業や資格者代理人等にとって実質的にオンライン申請が紙申請よりも利便性の高いシステムとなり、幅広く利用促進されるでありましょう。

（３）また、すでに特許のオンライン申請を行っている特許庁においては、オンライン申請スタートに先立って開発ベンダー向けの仕様説明会を開催し、広く民間に周知徹底を行っています。こうした仕様説明会では口頭の説明だけではなくCD-ROMも配布されるなど理解を助ける資料も用意されています。参加者はベンダーのみならず弁理士等資格者代理人も多数参加しています。こうした民間や関係代理人への周知徹底がスムーズな特許オンライン申請のスタートの要因となっていると思われます。法務省においてもオンライン登記申請の開始に当たり、特許庁におけるインターネットオンライン申請に向けたベンダー向け仕様公開に習って、仕様公開と幅広い周知徹底をお願いします。

（４）さらに、一般利用者にとっては登録免許税を除き紙申請よりオンライン申請にかかわる費用が高くなることは、利用を促進する上での阻害要因になります。利便性の向上が経費の高上につながるものであってはならないと考えます。むしろ、新しい制度を普及推進するためには、電子認証制度にかかわる経費も含めてオンライン申請に関してなんらかのインセンティブを設けるなどして、利用者が少しでも新しい制度を利用したくなるような動機付けを持たせることが重要ではないかと思われます。

（５）e-Japan構想実現のための各省庁の電子申請システムは、現在はスタートすることに第1目標が置かれている感があります。しかし、ITに関するテクノロジーの発達は目を見張るものがあり、今後はセキュリティー面も含め、さまざまな面で随時見直しや改善が必要とされてくるものと思われます。そうした中で、私達、電子申請推進コンソシアムにおいては、これからも、最新の技術に基づいたオンライン申請の普及・推進のための新たな提案を行なっていきたいと考えております。
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